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平成１７年（排）第１４号 

排  除  命  令  書 

 

             横浜市金沢区福浦一丁目１番地１ 

              株式会社エッチアールディ 

               同代表者 代表取締役 持 麾  正 

 

 公正取引委員会は，上記の者に対し，不当景品類及び不当表示防止法（以下「景

品表示法」という。）第６条第１項の規定に基づき，次のとおり命令する。 

 

            主    文 

      １ 株式会社エッチアールディは，「ダイポール」と称する

家庭用品の取引に関し，一般消費者の誤認を排除するため

に，平成１６年１月ころから平成１７年１２月７日ころま

での間一般消費者に配布していたパンフレット及び平成１

６年１月ころから平成１７年１０月２１日ころまでの間イ

ンターネット上に開設し一般消費者に対し閲覧可能な状態

にしているホームページに掲載した広告において，当該商

品に水道水を通過させることによって得られる水は，風呂

場のかびの発生やバスタブ内の湯あかの発生を抑え，トイ

レの水あかを付きにくくし，トイレの臭いを解消し，洗濯

時に衣類の汚れが落ちやすくふっくらと仕上げ，洗剤の使

用量を削減し，台所のシンク周りのぬめりを抑え，食器の

しつこい油汚れを落ちやすくするかのように表示している

が，かかる表示は，当該商品の内容について，一般消費者

に対し，実際のものよりも著しく優良であると示すもので

ある旨を速やかに公示しなければならない。この公示の方

法については，あらかじめ，当委員会の承認を受けなけれ

ばならない。 

      ２ 株式会社エッチアールディは，今後，「ダイポール」と

称する家庭用品又はこれと類似の商品の取引に関し，前項

の表示と同様の表示が行われることを防止するための措置

を講じ，これを自社の役員及び従業員並びに自社に登録し
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ている，「ダイポール」と称する家庭用品の販売を行う総

括販社等と称する販売員に周知徹底させなければならない。 

     ３ 株式会社エッチアールディは，今後，「ダイポール」と

称する家庭用品又はこれと類似の商品の取引に関し，表示

の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく

前項と同様の表示をしてはならない。 

     ４ 株式会社エッチアールディは，第１項に基づいて行った

公示及び第２項に基づいて行った措置について，速やかに

文書をもって当委員会に報告しなければならない。 

            事    実 

１ 株式会社エッチアールディ（以下「エッチアールディ」という。）は，肩書地

に本店を置き，家庭用品の製造販売業を営む事業者である。 

２(1) エッチアールディは，水道水からマイナスイオン水と称する水を生成するこ

とを標ぼうする「ダイポール」と称する商品（以下「ダイポール」という。）

について，同社に登録している総括販社，販社，代理店，特約店及び販売店と

称する販売員を通じて一般消費者に販売している。 

 (2) エッチアールディは，平成１６年１月ころから平成１７年１２月７日ころま

での間一般消費者向けに配布していたパンフレット及び平成１６年１月ころか

らインターネット上に開設し一般消費者に対し閲覧可能な状態にしているホー

ムページに，それぞれ，ダイポールの広告を掲載している。 

３ エッチアールディは，ダイポールについて 

(1) 前記のパンフレット（別添写し１）において「大切な「水」に息吹を与え、

「マイナスイオン水」に蘇らせる「ダイポール」。あなたの暮らしを快適にサ

ポートします。」と大きく記載の上，「風呂場のカビ発生やバスタブ内の湯ア

カ発生を抑えます。」，「トイレの水アカが付きにくく、臭いも解消しま

す。」，「洗濯時、衣類の汚れが落ち易くふっくらと仕上がり、洗剤使用量も

削減できます。」，「台所シンク周りのヌメリを抑え、食器洗いが容易になり

ます。」，「食器のしつこい油汚れが落ち易くなります。」と 

(2) 前記ホームページに平成１６年１月ころから平成１７年１０月２１日ころま

での間掲載した広告（別添写し２）において，「よくある質問」と記載した上，

「Ｑ トイレの臭いが気にならなくなるのは？ Ａ トイレの臭いのもとは、

アンモニアがほとんどです。アンモニアはプラスの電荷を持っています。この

プラスの電荷を持っていることによって、臭いを発生するのです。ダイポール
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ウォーターはマイナスの電荷を持っているため、このプラスのイオンと中和し

て、臭いを消してくれるのです。水に接している部分だけでなく、トイレ全体

の臭いも消し去ってくれます。」，「Ｑ 洗濯のとき、少ない洗剤でもきれい

になるのは？ Ａ ダイポールウォーターはマイナスの電荷を持っていると同

時に、ブラウン運動の大きな水になっています。そのため、洗濯する衣類の繊

維質にまで入り込み易くなります。また、マイナスの電荷は、汚れの元である

プラスの電荷と反応して、界面活性剤の役目をします。このため、洗剤が少量

でも汚れを落す効果があるのです。」と 

それぞれ記載することにより，あたかも，ダイポールを通過させることによって

得られる水は，風呂場のかびの発生やバスタブ内の湯あかの発生を抑え，トイレ

の水あかを付きにくくし，トイレの臭いを解消し，洗濯時に衣類の汚れが落ちや

すくふっくらと仕上げ，洗剤の使用量を削減し，台所シンク周りのぬめりを抑え，

食器のしつこい油汚れを落ちやすくするかのように表示している。 

４ 公正取引委員会は，前記３(1)及び(2)の表示について，景品表示法第４条第１

項第１号に該当する表示か否かを判断するため，同条第２項の規定に基づき，エ

ッチアールディに対し，期間を定めて，当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めたところ，エッチアールディは，当該期間内に当該表示の

裏付けとする資料を提出したが，当該資料は，当該表示の裏付けとなる合理的な

根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

５ 本件について，当委員会が調査を開始したところ，エッチアールディは，ホー

ムページについては，平成１７年１０月２１日ころ，パンフレットについては，

平成１７年１２月７日ころ以降，前記３の表示を取りやめている。 

 

            法 令 の 適 用 

 上記事実によれば，エッチアールディが行っている表示は，景品表示法第４条第

２項の規定により，ダイポールの内容について，一般消費者に対し，実際のものよ

りも著しく優良であると示すことにより，不当に顧客を誘引し，公正な競争を阻害

するおそれがあると認められる表示とみなされるものであって，かかる行為は，同

条第１項第１号の規定に違反するものである。 

 よって，主文のとおり命令する。 

平成１７年１２月２６日 

 

公 正 取 引 委 員 会 
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委員長 竹  島  一  彦 

 

委 員 柴  田  愛  子 

 

委 員 三  谷     紘 

 

委 員 山  田  昭  雄 

 

委 員 濱  崎  恭  生 

      




















